
 

 

 ※参照① 【いじめ問題への取組の年間指導計画】 
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 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校
内
委
員
会
等 

 

未
然
防
止
へ
の
取
組 

早
期
発
見
へ
の
取
組 

早
期
発
見
へ
の
取
組 

いじめ防止委員会 
・情報共有 
・２、３学期の指導計画

の確認 
 
 

事案発生時、緊急いじめ防止委員会の実施 

校
内
委
員
会
等 

いじめ問題に関する 
職員研修会① 

いじめ 
実態把握調査 

①学級・学年づくり 
 人間関係づくり 

（縦割班・運動会・宿泊学習等） 

 

いじめ防止委員会 
・指導方針 
・指導計画等 
※職員会議で共通理解 
 
 

PTA総会及び学年懇
談会での保護者啓発 

職員会議 生徒指導委員会 

いじめアンケート・教育相談週間 

道徳・特別活動 
計画へ生かす 

②学級・学年づくり 
人間関係づくり 

（学習発表会・縦割班等） 

 

児童会による 
「人権週間」への取組 

 

いじめアンケート・教育相談週間 

事案発生時、緊急いじめ防止委員会の実施 

 

いじめ問題に関する 
職員研修会② 

 

いじめ防止委員会 
・本年度のまとめ 
・指導計画の見直し 

保護者懇談会 
学校評価アンケート 

生徒指導委員会 

生徒指導委員会 生徒指導委員会 

保護者懇談会 
学校評価アンケート 

いじめアンケート・教育相談週間 



 

参照②【学校におけるいじめの防止等の対策のための組織】 

（法第２２条に基づく組織 ＜必置＞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 授 業 改 善  

・ 教 育 相 談 に 関 す る研 修  

・ い じ め の 理 解 や 防 止  

に 関 す る 研 修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止委員会 

いじめ対応班 

いじめ調査班 

道徳・特活 

保護者・地域 

外部専門家 

関係機関 

・ 富山市教育委員会  
・ 所轄警察  
・ 児童相談所  
・ 医療機関  
・ 法務局  等  

〈 内 容 〉  

・ い じ め の 実 態 把 握  

・ 情 報 の 迅 速 な 共 有  

・ 指 導 対 応 に 当 た っ  

て の 連 絡 調 整  

・ 心 理 や 福 祉 の 専 門 家  

・ 弁 護 士 、 医 師  

・ 教 員 、 警 察 経 験 者 等  

・ Ｐ Ｔ Ａ  
・ 学校評議員会議  
・ 児童民生委員  
・ 自治振興会長  等  

 

〈 構 成 員 〉  

 ・ 校 長  

 ・ 教 頭  

 ・ 教 務 主 任  

 ・ 生 徒 指 導 主 事  

 ・ 養 護 教 諭  

 ・ 学 級 担 任  

 ・ 国 際 教 室 担 当  

 ・ 通 級 指 導 教 室 担当  

 ・ Ｓ Ｃ  

 ・ Ｓ Ｓ Ｗ  

〈 取 組 内 容 〉  

・ い じ め 対 策 の 検 討  

・ 方 針 に 基 づ く 取 組 の 実 施  

・ 取 組 の 年 間 計 画 の 作 成 ・

実 行 ・ 検 証 ・ 修 正  

 ・ 相 談 の 通 報 の 窓 口  

 ・ 情 報 収 集 と 記 録 （調 査 の  

実 施 ）  

・ 事 案 発 生 時 の 緊 急対 応  

や 指 導  

 ・ 一 旦 、 解 決 し た 後 の 継 続

的 な 見 守 り  

〈 構 成 員 〉  

・ 校 長 （ 総 括 ）  

・ 教 頭  

・ 教 務 主 任  

・ 学 級 担 任  

・ 生 徒 指 導 主 事  

・ 養 護 教 諭  

・ 国 際 教 室 担 当  

・ 通 級 指 導 教 室 胆 道  

校内研修 

・ い じ め の 未 然 防 止 に

向 け た 道 徳 の 指 導 計

画 の 立 案  

・ 児 童 生 徒 の 自 治 的 、

自 発 的 諸 活 動 の 推進  

〈 内 容 〉  

・ 関 係 児 童 生 徒 へ の

事 実 確 認 及 び 指 導  

・ 保 護 者 と の 連 携  

 

・ 互 い に 尊 重 し 合 う 心

を 育 て る 教 育 活 動 の

充 実  

人権教育 



 

指示 

共有 

連携（必要に応じて） 支援 

報告 

連携 

※参照③【いじめが起こった場合の組織的対応の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告 

いじめられた児童生徒・気になる児童生徒の発見 

(観察・教育相談・周りや本人の訴え等から) 

発見した（情報を得た）教職員 

学級担任 

いじめ問題担当教員 

（生徒指導主事等） 

学校組織 

（いじめ防止委員会） 

関係諸機関 

（児童相談所・警察等） 

 

管理職 

 

校長 

・ 

教頭 

 

被

害

児

童

の

保

護

者 

 

職員会議 

（全教職員） 

共通理解 

・ 

共通実践 

保護者・地域 教育委員会 

富山市いじめ問題対策連絡協議会 

① いじめの状況の報告・共通理解 

② 調査方法や分担の決定 

③ 調査班の編成 

（状況に応じたメンバーの決定） 

④ 調査した内容の報告と事実関係の把握 

⑤ 対応方針の決定と指導体制の構築 

⑥ 対応班の編制 

  （調査内容に応じたメンバーの決定） 

⑦ 対応班によるいじめ解消に向けた指導 

⑧ 一旦、解決した後の継続的な見守り 

報告・連携 

報告・連携 

報告 

報告 

指示 

招集・指揮 

連絡・調整 

報告 

連絡 


